
2022年4月1日より、改正育児・介護休業法が順次施行されます。

男性の育休取得をあと押しするものも多く、男女とも働きやすい環境を整備していくためにも、

きちんと改正内容を理解しておく必要があります。

本稿では、改正内容のポイント、企業の実務対応などについて解説していきます。

従業員の育休取得をあと押しする
改正育児・介護休業法への対応

第2特集
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育
児
・
介
護
休
業
法
に
は
、
育
児
休
業
お

よ
び
介
護
休
業
・
子
の
看
護
休
暇
お
よ
び
介

護
休
暇
に
関
す
る
制
度
、
そ
の
他
所
定
労
働

時
間
等
に
関
し
、事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
、

育
児
ま
た
は
家
族
の
介
護
を
行
う
労
働
者
等

に
対
す
る
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
が
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
法
は
時
代
の
要
請
に

よ
っ
て
そ
の
都
度
改
正
が
繰
り
返
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

直
近
の
数
年
間
を
見
て
み
る
と
、
子
が
保

育
所
な
ど
に
入
所
で
き
ず
男
女
労
働
者
が
退

職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
を
防
ぐ
た
め
、

育
児
休
業
な
ど
を
取
得
し
や
す
い
就
業
環
境

の
整
備
等
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
二
〇
一
七
年

一
〇
月
に
改
正
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
子
が
保
育
所
等
に
入
れ
な
い
場

合
、
最
長
二
歳
ま
で
育
児
休
業
の
再
延
長
が

可
能
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
子
供
が
生
ま

れ
る
予
定
の
労
働
者
に
育
児
休
業
等
の
制
度

等
を
知
ら
せ
る
こ
と
や
未
就
学
児
を
育
て
な

が
ら
働
く
方
が
子
育
て
し
や
す
い
よ
う
、
育

児
に
関
す
る
目
的
で
利
用
で
き
る
休
暇
制
度

を
設
け
る
こ
と
が
事
業
主
の
努
力
義
務
と
し

て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
二
〇
年
六
月
の
法
改
正
で
は
、
職
場

　

前
記
の
趣
旨
・
背
景
等
に
よ
り
、
二
〇
二

一
年
六
月
に
育
児
・
介
護
休
業
法
（
関
連
す

る
雇
用
保
険
法
・
健
康
保
険
法
・
厚
生
年
金

保
険
法
も
含
む
）
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
本

稿
で
は
関
連
す
る
改
正
法
令
も
含
め
て
解
説

を
し
て
い
き
ま
す
。

　

主
な
改
正
事
項
は
図
表
❷
の
通
り
で
、
改

正
は
三
段
階
で
施
行
さ
れ
ま
す
。
改
正
内
容

に
関
す
る
省
令
・
告
示
も
含
め
、
時
系
列
で

一
つ
ひ
と
つ
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
を
強
化

す
る
た
め
、
国
、
事
業
主
お
よ
び
労
働
者
の

責
務
の
明
確
化
や
職
場
に
お
け
る
育
児
休
業

等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
相
談

し
た
こ
と
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
り
扱

い
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
二
一
年
一
月
か
ら
は
、
育

児
や
介
護
を
行
う
労
働
者
が
、
子
の
看
護
休

暇
や
介
護
休
暇
を
柔
軟
に
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
子
の
看
護
休
暇
お
よ
び
介
護

休
暇
を
時
間
単
位
で
取
得
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
法
改
正
が
多
い
た
め
、
労
務

管
理
を
担
当
さ
れ
て
い
る
方
は
そ
の
都
度
、

現
行
法
令
を
確
認
の
上
対
応
さ
れ
て
い
る
の

で
、
実
務
直
結
型
の
法
律
と
も
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

今
回
の
改
正
は
特
に
育
児
休
業
に
フ
ォ
ー

カ
ス
し
た
内
容
で
、
男
女
と
も
仕
事
と
育
児

を
両
立
で
き
る
よ
う
、
出
生
時
育
児
休
業
制

度
の
創
設
や
雇
用
環
境
整
備
、
個
別
周
知
・

意
向
確
認
の
措
置
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

す
。

　

育
児
休
業
取
得
率
は
、
男
女
で
大
き
な
差

が
あ
り
ま
す
（
図
表
❶
）。
男
性
の
育
児
休

■
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環
境

整
備
お
よ
び
妊
娠
・
出
産
の
申
し
出
を

し
た
労
働
者
に
対
す
る
個
別
の
周
知
・

意
向
確
認
の
措
置
の
義
務
付
け

　

改
正
前
（
現
行
）
の
育
児
・
介
護
休
業
法

は
、育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
環
境
整
備
、

個
別
周
知
に
関
す
る
規
定
は
努
力
規
定
で
し

た
（
改
正
前
の
第
二
一
条
）。
義
務
化
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
制
度
内
容
の
知
識
不
足
等

に
よ
り
取
得
し
に
く
い
雰
囲
気
が
職
場
環
境

業
取
得
率
は
、
二
〇
一
九
年
度
に
お
い
て
は

わ
ず
か
七・
四
八
％
で
、
取
得
期
間
の
約
八

割
が
一
か
月
未
満
で
す
。

　

ま
た
、
育
児
の
た
め
の
休
暇
・
休
業
の
取

得
を
希
望
し
て
い
た
男
性
労
働
者
の
う
ち
、

取
得
で
き
な
か
っ
た
割
合
は
約
四
割
で
、
取

得
の
希
望
が
十
分
か
な
っ
て
い
な
い
と
い
う

現
状
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
男
性
の
育
児

休
業
取
得
を
促
進
し
、
男
性
の
仕
事
と
家
庭

の
両
立
の
希
望
を
か
な
え
る
こ
と
、
ま
た
男

女
問
わ
ず
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
働
き
方
が
で
き
る
職
場
環
境
の
実
現

に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
所
要
の
規
定
整
備
等

を
す
る
、
と
い
う
の
が
今
回
の
改
正
の
趣
旨

と
な
り
ま
す
（
労
働
政
策
審
議
会
建
議
「
男

性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
策
等
に
つ
い
て
」

よ
り
）。

育
児・介
護
休
業
法
と
は

今
回
の
改
正
に
至
っ
た
背
景
と
は

と
な
り
、
育
児
休
業
取
得
が
進
ま
な
い
要
因

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
は
、
取
得
促
進
を
は
か
る
目

的
で
、
次
の
二
つ
が
「
義
務
化
」
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

❶
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環
境

の
整
備
に
関
す
る
措
置

　

育
児
休
業
と
出
生
時
育
児
休
業
（
以
後
、

「
産
後
パ
パ
育
休
」。
二
〇
二
二
年
一
〇
月
一

日
以
降
対
応
）
の
申
し
出
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
事
業
主
は
以
下
の
い

ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

・
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
に
関
す
る
研

修
の
実
施

・
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
に
関
す
る
相

談
体
制
の
整
備
等
（
相
談
窓
口
設
置
）

・
自
社
の
労
働
者
の
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ

育
休
取
得
事
例
の
収
集
・
提
供

・
自
社
の
労
働
者
へ
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ

育
休
制
度
と
育
児
休
業
取
得
促
進
に
関
す

る
方
針
の
周
知

　

複
数
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

の
で
す
が
、
中
小
企
業
等
で
は
複
数
選
択
は

困
難
で
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
で
も
必
ず
一
つ

は
選
択
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
環
境
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
短
期

は
も
と
よ
り
一
か
月
以
上
の
長
期
休
業
を
希

望
す
る
労
働
者
が
、
希
望
す
る
期
間
を
取
得

で
き
る
よ
う
に
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
方
針
が

示
さ
れ
る
予
定
で
す
。

❷
妊
娠
・
出
産
（
本
人
ま
た
は
配
偶
者
）

の
申
し
出
を
し
た
労
働
者
に
対
す
る
個

別
の
制
度
周
知
お
よ
び
取
得
意
向
確
認

の
措
置

　

本
人
ま
た
は
配
偶
者
の
妊
娠
・
出
産
等
を

申
し
出
た
労
働
者
に
対
し
て
、
育
児
休
業
制

度
等
に
関
す
る
以
下
の
事
項
の
周
知
と
休
業

の
取
得
意
向
の
確
認
を
、
個
別
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
（
取
得
を
控
え
さ

せ
る
よ
う
な
形
で
の
個
別
周
知
と
意
向
確
認

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
）。

・
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
に
関
す
る
制

度
・
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
の
申
し
出
先

・
育
児
休
業
給
付
に
関
す
る
こ
と

・
労
働
者
が
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
期

間
に
つ
い
て
負
担
す
べ
き
社
会
保
険
料
の

取
り
扱
い

二
〇
二
二
年
四
月
一
日
施
行

改
正
は
三
段
階
で
施
行

育
児・介
護
休
業
法
と
改
正
の
趣
旨・背
景

改
正
内
容
の
ポ
イ
ン
ト

従業員の育休取得をあと押しする
改正育児・介護休業法への対応第2特集

図表❷育児・介護休業法に関連する改正事項

《育児・介護休業法》
●男性の育児休業取得促進のための子の
出生直後の時期における柔軟な育児休業
の枠組みの創設

●育児休業を取得しやすい雇用環境整備お
よび妊娠・出産の申し出をした労働者に
対する個別の周知・意向確認の措置の義
務付け

●育児休業の分割取得
●育児休業取得状況の公表義務付け　
●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要
件の緩和

《雇用保険法》
●育児休業給付に関する所要の規定整備

《健康保険法・厚生年金保険法》
●育児休業期間中の社会保険料免除要件
の見直し

図表❶育児休業取得率の推移

出所：厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」
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事
業
主
と
の
合
意
の
範
囲
内
で
、
休
業
期
間

中
に
就
業
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
か
ら
、
か

な
り
柔
軟
な
制
度
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

改
正
前
（
現
行
）
か
ら
ど
う
変
更
さ
れ
る

の
か
、
後
述
の
育
児
休
業
の
分
割
取
得
も
併

せ
図
表
❸
の
対
比
表
で
確
認
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。

■
育
児
休
業
の
分
割
取
得

　

改
正
前
（
現
行
）
は
、
原
則
育
児
休
業
の

分
割
は
不
可
で
し
た
が
、
改
正
後
は
分
割
し

て
二
回
ま
で
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
（
産
後
パ
パ
育
休
も
二
回
分
割
可
）。

図
表
❹
の
よ
う
に
時
系
列
に
す
る
と
イ
メ
ー

ジ
し
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
分

割
取
得
、
交
代
取
得
に
よ
り
、
か
な
り
柔
軟

な
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
育
児
休
業
給
付
に
関
す
る
所
要
の
規
定

の
整
備
（
雇
用
保
険
法
）

　

産
後
パ
パ
育
休
、
育
児
休
業
の
分
割
取
得

に
対
応
す
る
た
め
、雇
用
保
険
法
も
変
わ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
育
児
休
業
給
付
金
が
受

給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

❶
育
児
休
業
給
付
金
の
分
割
受
給

　

育
児
休
業
が
分
割
し
て
二
回
ま
で
取
得
可

能
に
な
る
た
め
、一
歳
未
満
の
子
に
つ
い
て
、

育
児
休
業
給
付
金
も
二
回
ま
で
分
割
し
て
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
育
児
休
業
を
三
回
以
上
に
分
割
し

て
取
得
す
る
と
き
は
、
原
則
給
付
金
を
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
一
定
の
例
外
事
由
に
該
当

す
る
と
き
に
は
、
回
数
制
限
か
ら
除
外
さ
れ

　

個
別
周
知
・
意
向
確
認
の
方
法
は
次
の
い

ず
れ
か
に
な
り
ま
す
。

・
面
談

・
書
面
交
付

・
Ｆ
Ａ
Ｘ

・
電
子
メ
ー
ル
等

■
有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
・
介
護
休
業

取
得
要
件
の
緩
和

　

改
正
前
（
現
行
）
の
育
児
・
介
護
休
業
法

で
は
、
有
期
雇
用
労
働
者
は
、
❶
「
引
き
続

き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
以
上
の
者
」、

❷
「
一
歳
六
か
月
ま
で
の
間
に
契
約
が
満
了

す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
者
」で
あ
れ
ば
、

育
児
休
業
を
取
得
で
き
ま
す
。
改
正
後
は
、

❶
が
廃
止
さ
れ
、
❷
の
み
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
労
使
協
定
を
締
結
す
れ
ば
、
無

期
雇
用
労
働
者
と
同
様
に
、「
引
き
続
き
雇

用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
者
」
を

対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

改
正
前
と
実
質
的
な
取
り
扱
い
は
変
わ
り
ま

せ
ん
。
除
外
す
る
の
で
あ
れ
ば
必
ず
労
使
協

定
を
締
結
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

■
男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
の
た
め
の

子
の
出
生
直
後
の
時
期
に
お
け
る
柔
軟

な
育
児
休
業
の
枠
組
み
「
産
後
パ
パ
育

休
制
度
」
の
創
設

・
子
の
出
生
後
八
週
間
以
内
に
四
週
間
ま
で

育
児
休
業
取
得
可
能

・
休
業
の
申
出
期
限
は
、
原
則
休
業
の
二
週

間
前
ま
で

・
分
割
し
て
取
得
で
き
る
回
数
は
二
回
ま
で

・
労
使
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
は
、
労

働
者
と
事
業
主
の
個
別
合
意
に
よ
り
事
前

に
調
整
し
た
上
で
休
業
中
に
就
業
す
る
こ

と
が
可
能

　

前
記
の
通
り
、
男
性
の
取
得
状
況
は
二
〇

一
九
年
度
で
七・
四
八
％
。
ま
た
取
得
時
期

を
見
て
み
る
と
、
そ
の
半
数
近
く
は
出
産
後

八
週
間
以
内
と
い
う
民
間
調
査
デ
ー
タ
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
男
性
の
育
児

休
業
取
得
促
進
制
度
の
創
設
が
な
さ
れ
ま

す
。
現
行
の
育
児
休
業
制
度
と
は
別
取
得
で

き
る
別
枠
育
児
休
業
制
度
で
す
。
休
業
中
は

ま
す
。

　

ま
た
、
育
児
休
業
の
延
長
事
由
が
あ
り
、

か
つ
夫
婦
交
代
で
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場

合
（
延
長
交
代
）
は
、
一
歳
～
一
歳
六
か
月

と
一
歳
六
か
月
～
二
歳
の
各
期
間
に
お
い

て
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
一
回
に
限
り
育
児
休
業

給
付
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
図
表
❺
（
五
六

ペ
ー
ジ
）
で
回
数
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

❷
出
生
時
育
児
休
業
（
産
後
パ
パ
育
休
）

給
付
金
の
受
給

　

産
後
パ
パ
育
休
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
産

後
パ
パ
育
休
を
取
得
し
た
場
合
に
、
出
生
時

育
児
休
業
給
付
金
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

《
支
給
要
件
》

・
休
業
開
始
日
前
二
年
間
に
、
賃
金
支
払
基

礎
日
数
が
一
一
日
以
上
あ
る
（
な
い
場
合

は
就
業
し
て
い
る
時
間
数
が
八
〇
時
間
以

上
）
完
全
月
※
が
一
二
か
月
以
上
あ
る
こ

と
・
休
業
期
間
中
の
就
業
日
数
が
、
最
大
一
〇

日
（
一
〇
日
を
超
え
る
場
合
は
就
業
し
て

い
る
時
間
数
が
八
〇
時
間
） 

以
下
で
あ
る

こ
と

※
完
全
月
：
育
児
休
業
開
始
日
前
日
か
ら
一

か
月
ご
と
に
区
切
っ
た
期
間

《
支
給
額
》

・
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
（
原
則
、
育
児
休

業
開
始
前
六
か
月
間
の
賃
金
を
一
八
〇
で

除
し
た
額
）
×
支
給
日
数
×
六
七
％

二
〇
二
二
年
一
〇
月
一
日
施
行

従業員の育休取得をあと押しする
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図表❹育休分割、交代取得のイメージ

出所：厚生労働省｢育児・介護休業法改正ポイントのご案内｣

現行

2022年10月1日～

産休 育休 育休

育休 育休

出生 出生後8週 1歳 1歳半
保育所に入所できない等の場合

2歳

育休

母

父 育休 育休

育休

出産後8週間以内に育児休業を取得した
場合の再取得（パパ休暇）

産休 育休 育休

育休 育休

出生 出生後8週 1歳 1歳半
保育所に入所できない等の場合

2歳

休休

母

父 育休

育休 育休

産後パパ育休→分割して2回取得可能 育児休業→分割して2回取得可能 1歳以降の育児休業→途中交代可能

例1

産休 育休 育休

育休 育休

出生 出生後8週 1歳 1歳半
保育所に入所できない等の場合

2歳

休休

母

父 育休

育休 育休

育休

例2

3回目の取得は
できない

開始時点が1歳または1歳6か月時点に
限定されるため、途中交代できない

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

出生時
退院時等

さらに
もう1回

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

妻の職場復帰等の
タイミング

出生時
退院時等

さらに
もう1回

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

図表❸出生直後の時期の柔軟な育児休業の取得

出所：厚生労働省｢育児・介護休業法改正ポイントのご案内｣

※１／職場環境の整備等について、今回の改正で義務付けられる内容を上
回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合には、1か月前とすること
ができる。
※２／労働者が就業しても良い場合は、事業主にその条件を申し出、事業主
は申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はそ
の旨）、労働者が同意した範囲内で就労可。なお就業可能日等の上限は、

休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分。休業開始・終了予定日
を就業日とする場合は当該日の所定労働時間未満となる。
※３／１歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ
育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した
場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取
得可。

対象期間
取得可能日数

原則子が1歳
（最長2歳）まで

原則子が1歳
（最長2歳）まで

原則1か月前まで 原則1か月前まで

分割して2回取得可能

子の出生後8週間以内に
4週間まで取得可能

原則休業の2週間前まで※1

分割して2回取得可能 原則分割不可

原則就業不可 原則就業不可

育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定

特別な事情がある場合に
限り再取得可能※3 再取得不可

育休制度
（現行）

育休制度
（2022年10月1日～）

産後パパ育休（2022年10月1日～）
育休とは別に取得可能

申出期限

分割取得

休業中の就業

1歳以降の延長

1歳以降の再取得

労使協定を締結している場合に限り、労働者が
合意した範囲※２で休業中に就業することが可能
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前
二
年
間
に
一
二
か
月
以
上
の
被
保
険
者
期

間
が
あ
る
場
合
に
は
、
被
保
険
者
期
間
の
要

件
を
満
た
す
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

■
育
児
休
業
期
間
中
の
社
会
保
険
料
免
除

要
件
の
見
直
し
（
健
康
保
険
法
・
厚
生

年
金
保
険
法
）

　

改
正
前
（
現
行
）
は
、
社
会
保
険
料
（
健

康
保
険
・
厚
生
年
金
）
の
免
除
は
月
末
時
点

で
、
育
児
休
業
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
判

断
し
て
い
ま
す
（
月
末
に
一
日
で
も
育
児
休

業
を
取
得
し
て
い
れ
ば
免
除
）。

　

改
正
後
は
、
月
末
時
点
で
育
児
休
業
を
取

得
し
て
い
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
の
月
中
に
二

週
間
（
一
四
日
）
以
上
取
得
し
て
い
れ
ば
、

休
業
し
た
月
は
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
賞
与
に
つ
い
て
は
、
連
続
し
て
一

か
月
超
の
取
得
者
の
み
免
除
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
図
表
❻
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
育
児
休
業
取
得
状
況
の
公
表
の
義
務
付

け
　

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
数
が
一
〇
〇
〇
人

超
の
事
業
主
に
対
し
、
育
児
休
業
の
取
得
の

状
況
に
つ
い
て
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

す
。
具
体
的
な
内
容
は
、
男
性
の
育
児
休
業

等
の
取
得
率
ま
た
は
育
児
休
業
等
お
よ
び
育

児
目
的
休
暇
の
取
得
率
が
予
定
さ
れ
て
い
ま

す
（
省
令
で
定
め
ら
れ
ま
す
）。

《
申
請
期
間
》

・
出
生
日
の
八
週
間
後
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
二
か
月
後
の
月
末
ま
で

❸
そ
の
他
の
変
更
点

　

支
給
要
件
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
確
認

や
、
支
給
額
を
決
定
す
る
休
業
開
始
時
賃
金

日
額
の
算
定
は
、
初
め
て
育
児
休
業
を
取
得

す
る
と
き
の
み
行
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

二
回
目
以
降
の
育
休
の
際
は
、
こ
れ
ら
の
手

続
き
は
不
要
で
す
。
産
後
パ
パ
育
休
を
取
得

し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
産
後
パ
パ
育
休
が

初
め
て
の
休
業
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
、
そ

の
後
に
取
得
す
る
育
児
休
業
に
つ
い
て
も
こ

れ
ら
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　

産
後
パ
パ
育
休
と
育
児
休
業
を
続
け
て
取

得
し
た
場
合
な
ど
、
短
期
間
に
複
数
の
休
業

を
取
得
し
た
場
合
は
、
先
に
取
得
し
た
休
業

か
ら
申
請
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

❹
育
児
休
業
給
付
金
の
み
な
し
被
保
険
者

期
間
の
特
例
（
注
：
二
〇
二
一
年
九
月

一
日
に
施
行
済
み
）

　

改
正
前
は
、
育
児
休
業
給
付
金
を
受
給
す

る
に
は
、
育
児
休
業
開
始
前
二
年
間
に
一
二

か
月
以
上
の
被
保
険
者
期
間
が
必
要
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
出
産
日
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に

よ
っ
て
は
受
給
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
る

ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
、
被
保
険
者
期
間
の
計

算
の
起
算
点
に
関
す
る
特
例
が
設
け
ら
れ
ま

し
た
。

　

改
正
後
は
、
改
正
前
の
支
給
要
件
を
満
た

さ
な
い
場
合
で
も
、
産
前
休
業
開
始
日
等
の

二
〇
二
三
年
四
月
一
日
施
行

　

育
児
・
介
護
休
業
法
に
対
応
す
る
た
め
、

み
な
さ
ま
の
企
業
で
は
「
育
児
・
介
護
休
業

規
程
」
等
を
作
成
・
周
知
し
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
当
然
な
が
ら
改
正
後
の
内
容
に
対

応
（
改
訂
）
し
た
規
程
と
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

❶
有
期
雇
用
労
働
者
の
取
得
要
件
の
緩
和

へ
の
対
応

・「
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
以

上
の
者
」
の
要
件
の
削
除

❷
産
後
パ
パ
育
休
制
度
へ
の
対
応

・
出
生
時
育
児
休
業
に
関
す
る
規
定
を
追
加

（
法
改
正
前
の
「
パ
パ
休
暇
」
に
関
す
る

規
定
を
削
除
）

・
育
児
休
業
を
二
回
に
分
割
可
能
に
改
訂

・
育
児
休
業
の
一
歳
以
降
の
延
長
に
つ
い

て
、
開
始
日
柔
軟
化
に
対
応
さ
せ
る
改
訂

・
育
児
休
業
の
一
歳
以
降
の
再
取
得
に
つ
い

て
、
特
別
な
事
業
が
あ
る
場
合
の
再
取
得

に
対
応
さ
せ
る
改
訂　

等

　

今
回
の
改
正
は
、
労
使
協
定
を
締
結
す
る

こ
と
で
適
用
可
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。
労
使
協
定
も
忘
れ
ず
に
締
結
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

❶
有
期
雇
用
労
働
者
の
取
得
要
件
緩
和
へ

の
対
応

　
「
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
以

上
の
者
」
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、
労
使
協

定
を
締
結
す
る
こ
と
で
、法
改
正
前
と
同
様
、

除
外
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
労
使
協
定
を

締
結
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

❷
産
後
パ
パ
育
休
制
度
へ
の
対
応

・
原
則
二
週
間
前
の
申
出
期
限
を
一
か
月
前

（
二
週
間
超
～
一
か
月
以
内
）
と
す
る
場

合
の
労
使
協
定
締
結
（
雇
用
環
境
整
備
の

内
容
を
労
使
間
で
検
討
す
る
必
要
あ
り
）

・
休
業
中
に
就
業
さ
せ
る
場
合
の
合
意
内
容

を
労
使
協
定
で
締
結
（
労
働
者
が
申
し
出

た
範
囲
内
で
候
補
日
・
時
間
を
提
示
し
て

労
働
者
の
合
意
を
取
る
旨
）

❶
育
児
休
業
給
付
に
関
す
る
所
要
の
規
定

整
備
（
雇
用
保
険
法
）

　

育
児
休
業
給
付
金
の
分
割
受
給
が
可
能
に

な
り
、
ま
た
出
生
時
育
児
休
業
（
産
後
パ
パ

育
休
）
給
付
金
が
創
設
さ
れ
る
た
め
、
今
ま

で
以
上
に
ス
ム
ー
ズ
な
育
児
休
業
対
象
者
へ

の
支
援
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

社
会
保
険（
雇
用
保
険
・
健
康
保

険・厚
生
年
金
保
険
）手
続
き

就
業
規
則
の
改
訂

労
使
協
定
の
締
結

実
務
対
応
の
ポ
イ
ン
ト

従業員の育休取得をあと押しする
改正育児・介護休業法への対応第2特集

図表❻育児休業中の社会保険料免除要件の見直し

出所：厚生労働省｢育児休業中の社会保険料免除要件の見直し｣第140回社会保障審議会医療保険部会資料３

改正前（現行）

月末 免除 免除

免除
６月 ７月

免除 免除

ケース①

【長期間の育休】

【短期間の育休】

賞与月の月末時点で育休を取得していると、賞与の支払いを受
けている場合であっても、賞与保険料が免除されるため、賞与
月に育休の取得が多いとの指摘がある。

育休中の社会保険料免除については、月末時点で育休を取得
している場合に、当月の保険料が免除される仕組み。したがっ
て、短期間の育休について、月末をまたぐか否かで保険料が免
除されるか否かが決まるという不公平が発生。

月末 月末

月末

月末

育休期間 4か月

育休期間 3日

ケース② 育休期間 14日

改正後

月末 免除 免除

免除
６月 ７月

免除 免除

ケース①

【長期間の育休】（※扱い変わらず）

【短期間の育休】

短期間の育休取得であるほど、賞与保険料の免除を目的として
育休月を選択する誘因が働きやすいため、1か月超の育休取得
者に限り、賞与保険料の免除対象とする。

育休開始日に属する月については、その月の末日が育休期間中
である場合に加えて、その月中に２週間以上育休を取得した場
合にも保険料を免除する。

月末 月末月末 月末

月末

月末

育休期間 4か月

免除

育休期間 3日

ケース② 育休期間 14日

【回数制限の例外事由】
Ⅰ.別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子また
は家族の死亡等で終了した場合

Ⅱ.育児休業の申し出対象である１歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等
の理由で、養育することができなくなった場合

Ⅲ.育児休業の申し出対象である１歳未満の子が、負傷、疾病等により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
Ⅳ.育児休業の申し出対象である１歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が
行われない場合

図表❺回数の数え方の例

出所：厚生労働省｢令和４年１０月から育児休業給付制度が変わります｣

1回目

1回目

1回目 2回目

延長交代2回目

延長交代

1回目 他の家族の
介護休業 例外事由I 他の子の

育児休業 例外事由I2回目

例外事由 2回目

出生後8週出生

事例①

事例②
本人

配偶者

事例③

1歳

例外事由なし

1歳6か月 2歳半
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❷
育
児
休
業
期
間
中
の
社
会
保
険
料
免
除

要
件
の
見
直
し
（
健
康
保
険
法
・
厚
生

年
金
保
険
法
）

　

免
除
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
す
が
、
毎
月
の

給
与
と
賞
与
で
扱
い
が
異
な
り
ま
す
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
免
除
を
す
る
に
は
、
届
け
出
書
類

が
必
要
な
た
め
、
提
出
忘
れ
な
ど
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

　
『
月
刊
総
務
』
が
全
国
の
総
務
担
当
者
を

対
象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、

総
務
の
本
音
と
し
て
、
男
性
育
休
の
推
進
を

ど
う
思
っ
て
い
る
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
も
っ

と
推
進
し
た
い
」
と
の
回
答
が
六
七・
九
％

に
上
り
ま
し
た
（
図
表
❼
）。
推
進
し
た
い

理
由
と
し
て
は
、「
育
休
に
限
ら
ず
、
今
ま

で
の
働
き
方
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
柔
軟
な

働
き
方
を
推
進
し
た
い
と
考
え
て
い
る
」「
男

性
が
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
と
も
に
働
く

女
性
の
業
務
範
囲
も
広
が
り
相
乗
効
果
が
あ

る
と
認
識
」
な
ど
と
い
っ
た
声
が
上
が
っ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
男
性
育
休
を
取
り
や
す
い
風
土

を
つ
く
る
た
め
に
実
施
し
て
い
る
施
策
に
つ

い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、最
も
回
答
の
多
い「
育

休
を
取
得
で
き
る
こ
と
の
周
知
徹
底
」

（
四
二・
三
％
）
で
す
ら
全
体
の
半
数
以
下

で
、「
何
も
し
て
い
な
い
」
と
い
う
回
答
が

三
三・
六
％
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た

（
図
表
❽
）。
男
性
育
休
に
積
極
的
に
取
り
組

め
な
い
理
由
と
し
て
は
「
人
手
不
足
」「
風

土
と
し
て
取
り
に
く
い
」
の
声
が
多
数
上
が

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
男
性
育
休
を
推
進
す
る

上
で
は
、
男
性
育
休
を
取
得
し
や
す
い
風
土

づ
く
り
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

育
児
・
介
護
休
業
法
は
、
今
後
も
そ
の
都

度
改
正
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
対

象
者
へ
の
支
援
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
社
内

体
制
を
整
え
て
い
く
こ
と
で
、
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
企
業
で
あ
る
こ

と
を
社
内
外
に
示
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

男
性
の
育
休
制
度
や
取
り
組
み
の
有
無
が

就
職
の
動
機
に
影
響
す
る
と
の
民
間
の
調
査

結
果
も
出
て
お
り
、
今
後
の
採
用
活
動
等
に

も
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

制
度
整
備
と
同
時
に

風
土
づ
く
り
も
忘
れ
ず
に

ま
と
め

図表❼総務の本音として、男性育休の推進をどう思っていますか（n=137）

図表❽男性育休を取りやすい風土をつくるために実施している施策（n=137）（複数回答）

図表❼❽出所：『月刊総務』「男性育休に関する調査」（２０２１年７月）

育休を取得できることの周知徹底

育児休業制度の整備・見直し

人事部や上司との面談機会の設定

社内報やWebサイトでの育休取得事例の広報

管理職研修で扱う

相談窓口の設置

育休マニュアルの作成

社員研修で扱う

手当の充実

育児中社員のネットワークづくり

アンバサダーの任命

何もしていない
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33.6%

もっと推進したい
67.9%

全く推進したくない
4.4%

あまり推進したくない
27.7%
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